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    幼児教育の無償化についての留意事項 

 

 国は、別添のとおり、本年 9 月 13 日付で「子ども・子育て支援法の一部を改正する

法律等の施行に伴う留意事項について」を都道府県等あてに発出し、また、同日付で

自治体向け FAQ の改訂を行っております。 

 当連合会としては、これらの内容を分析し、特に新たに明らかになった事項等を別紙

のように取りまとめましたので参考までにご活用ください。 

 なお、文中「FAQ」とあるのは、上記９月 13 日付自治体向け FAQ のことです。これ

については本連合会のホームページに掲載しています。 

  

 【アドレス】 

https://youchien.com/info/news/tfpkv10000001lj5-att/FAQ_20190913.pdf 

 

 



留意事項１ 副食費の徴収免除加算（新制度）・補足給付（私学助成園）（年収 360 万円未満及び第３子以降）関係 

国において検討中とされていた次の事項につき、方針が示されました。 

 

（１）１号子どもの副食費徴収免除に伴う公定価格の加算額  225 円×各月の給食実施日数 

（FAQ） 

 

 

 （２）私学助成園に係る副食費の補足給付事業の支給額 算出困難な場合の便宜的な算定方法の選択肢③ 一律 225 円 

（FAQ） 

 

 なお、補足給付事業については、市町村によって、実施の有無、助成方法が異なるので、確認することが重要です。 

 

  



留意事項２ 食材料費と消費税（私学助成園） 

 

私学助成園について、給食費について、保育料として一体的に徴収している場合には消費税が非課税とされてきましたが、無償化後も同じ取扱いになる

こととなりました。ただし、園が保護者に発行する領収書においては、保育料のうち無償化の対象になる部分と対象にならない給食費等の実費弁償部分を

区分する必要があります。（通知第二１（２） P4） 

（FAQ） 

 

 なお、新制度園については、法令上非課税となっています。 

 

 

  



留意事項３ 日割り計算（月途中の利用終了・利用開始）（私学助成園保育料・預かり保育） 

 

 既に、研修会資料でも説明がなされていますが、詳細な記述がなされています。（通知第３（３） P5） 

（FAQ） 

 

なお、新制度園については、従来から日割りのルールが定められています。 

 

 

  



留意事項４ プレスクール（幼稚園が２歳児対象に実施） 

 

 一時預かり事業や認可外保育施設としての児童福祉法に基づく届出を行っている場合には、保育の必要性が認められる住民税非課税世帯の子供を対

象にすると説明されていましたが、従来、届出の対象でなかった幼稚園併設施設も新たに対象とする改正が行われその留意点が示されています（平成元年

8 月 30 日付文科省通知 既に加盟園に通知済）。 

（FAQ） 

 

 

 

  



留意事項５ 会計処理 

 

 会計処理の考え方が示されました。 

（FAQ） 

 
 



 

 

  



留意事項６ その他 

 

 その他、FAQ において、修正・追加された事項のうち、加盟園に参考になると思われるものを抽出しました。他にも細かな修正・追加がありますので、全体

については、FAQ９月 13 日版をご覧ください。 

（１） 算定方法について 

 

 

 

（２） 補足給付について 

 

 


